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平成２６年度滋賀県における児童虐待相談件数等の状況について（概要） 
 

 

平成 26 年度における県（中央、彦根）子ども家庭相談センター

（以下「センターという。」）および 19 市町に寄せられた児童虐待

に関する相談等の状況概要を、下記のとおりとりまとめました。 
 

１．相談件数等の主な状況 
 
① 相談件数は5,943件で、前年比で834件増加し、16.3%の増加率となってい

ます。 
② 虐待種別では、『保護の怠慢ないし拒否(ネグレクト)』が2,238件で最も多

く全体の37.7％、『心理的虐待』が1,841件で31.0％、『身体的虐待』が1,772
件で29.8％、『性的虐待』が92件で1.5％となっています。 

③ 年齢別では、『小学生』以下が4,411件で全体の約74％となっています。 
④ 主な虐待者では、実母が最も多く3,873件で全体の65.2％、実父が1,562件

で26.3％となっています。  
⑤ 継続して支援しているケースが4,344件で全体の約73％となっています。 
 
 

２．相談件数の増加について 
 ○前年度と比べて 834 件増 5,943 件となりました。内訳として、虐待種別では、「心理

的虐待」が 399 件増と最も多く、｢身体的虐待｣が 260 件増と続いています。年齢別では

「小学生」が 274 件増と最も多く、「０歳～3 歳未満」が 222 件増と続いています。 
 

○こうした児童虐待相談件数増加の背景には、経済的な問題や社会的孤立の問題など複

数の要因が複雑に絡み合っていることが多い状況にあります。 

 

○その一方で、一見しただけでは掴みにくい「ネグレクト」（2,238 件）が最も多くなっ

ていることから、地域社会が、子どもの日常の様子（衣服の衛生状況や摂食の状況等）

を注視して見守っていることがうかがえます。 
オレンジリボンキャンペーン等の取組により、児童虐待に対する社会全体の関心が高

まってきたという側面もあります。 
 

３．切れ目のない支援について 

今後とも、児童虐待防止に向けて県民の理解をより深めながら、市町や関係団体と連

携し、児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応、保護・ケアから子どもの家庭復帰や

自立までの切れ目のない支援を行っていきます。 

  



- 2 - 
 

2,802 
3,231 

3,596 

4,270 

5,109 

5,943 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26

保護の怠慢ないし拒否
（ネグレクト）

2,238件 37.7％

身体的虐待

1,772件 29.8％

心理的虐待

1,841件 31.0％

性的虐待 92件 1.5％

2,085 

1,512 1,442 

70 

2,238 

1,772 1,841 

92 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ネグレクト 身体的虐待 心理的虐待 性的虐待

H25

H26

４．全体状況 

（１）相談件数 
相談件数は 5,943 件で、前年度比 834 件の増（＋16.3％）となっています。 
※センターと市町が連携しながら支援・対応したケースを調整しています。 

（センター1,685 件＋市町 5,924 件－1,666 件（連携分）＝  5,943 件 

                                                          (件) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）虐待種別 

「保護の怠慢ないし拒否（ネグレクト）」が 2,238 件（37.7％）と最も多く、「身体的虐

待」が 1,772 件（29.8％）、「心理的虐待」が 1,841 件（31.0％）、「性的虐待」が 92 件（1.5％）

となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
前年度比では、「心理的虐待」が 399 件増と最も多く、｢身体的虐待｣が 260 件増、「保護

の怠慢ないし拒否（ネグレクト）」が 153 件増と続いています。 
（件）  
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（３）年齢別 

「小学生」が 2,183 件（36.7％）と最も多く、「3 歳～学齢前児童」1,330 件（22.4％）

「中学生」945 件（15.9％）、「０歳～3 歳未満」が 898 件（15.1％）と続いています。 

 
 

前年度比では、「小学生」が 274 件増と最も多く、「０歳～3 歳未満」222 件増、「中学生」

165 件増、「高校生・その他」が 92 件増と続いています。       （件）  

 

（４）主な虐待者の内訳 

「実母」が 3,873 件（65.2％）、「実父」が 1,562 件（26.3％）であり、前年度と比較す

ると「実母」が 485 件増、「実父」が 209 件増となっています。 
 

小学生

1,330件 22.4％

３～学齢前児童

2,183件 36.7％

中学生

587件 9.9％ ０～３歳未満

898件 15.1％

高校生・その他

945件 15.9％

（件) 
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（５）新規・継続別  

「新規ケース」が 1,599 件（26.9％）、「継続ケース」が 4,344 件（73.1％）で、前年度

と比較すると、「新規ケース」が 31 件増、「継続ケース」803 件の増加となっています。 
 

 
 
 

（６）一時保護 

一時保護所での「保護件数」は 277 件で、前年度より 10 件増となっており、「1 日あ

たりの平均保護人数」は 26.8 人と 2.6 人増となっています。また、「一人あたりの平均

在所日数」は 35.4 日で、前年度より 2.3 日増となっています。特に「虐待ケース一人あ

たりの平均在所日数」は 38.5 日で、前年度より 1.8 日増となっています。 
 
【一時保護所での一時保護】 

 
 

（７）センター虐待通告 

センターに寄せられた通告は、1,142 件で、前年度より 220 件増となっており、「近隣・

知人」からの通告が 400 件（35.0％）と最も多くなっています。 
前年度比では、「警察等」の 148 件増が最も多く、「家族」の 72 人増と続きます。 

 
 
 
 
 
 

虐待ケース
の平均日数

増減

１人平均在所日数（日）

19.3

20.3
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保護件数（件） １日平均保護人数(人）

左のうち
虐待ケースの

人数

左のうち
虐待ケースの

件数

H26構成比率 6.3% 2.9% 35.0% 4.0% 0.0% 4.9% 3.2% 21.5% 0.2% 17.9% 4.1% 100.0%

51増減 72 △ 6 △ 44 45 0 △ 14 19 148 △ 1 △ 50 220

Ｈ２５ 0 39 444 1 0 70 17 98 3 153 97 922

（件）

Ｈ２６ 72 33 400 46 0 56 36 246 2 204 47 1,142

家族 親戚
近隣

・
知人

市町
児童
委員

医療
機関

保育所 警察等 幼稚園 その他 計学校等
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５．センター・市町別の状況 

（１）相談件数の推移 

センターでは、平成 22 年度以降の伸びが大きく、うち「心理的虐待」の伸びが大き

くなっています。また、市町の相談件数も増加を続けています。 
【センターの推移】                             （件）  

 
 
【市町の推移】                               （件）  
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（２）虐待種別 

センターでは、「心理的虐待」が 40.6％と最も多く、市町では、「保護の怠慢ないし拒

否（ネグレクト）」が 37.6％と最も多くなっています。 
【センター】               【市町】 

（３）年齢別 

センター、市町ともに「小学生」の占める割合が約 37％と最も高く、小学生以下でセ

ンター約 75％、市町約 74％を占めています。 
【センター】               【市町】 

 

（４）主な虐待者の内訳 

センター、市町ともに「実母」の占める割合が最も高く、センター55.5％、市町 65.3％
となっています。また、「実父」の占める割合は、センター34.9％、市町 26.2％となっ

ています。 
【センター】               【市町】 
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【平成２６年度の詳細】 （件）

件数 836 168 681 1,685
構成比率 49.6% 10.0% 40.4% 100.0%

区分 新規
継続

合計
援助方針変更 1年以上継続

【平成２６年度の詳細】 （件）

区分 新規
継続

合計
援助方針変更 1年以上継続

件数 1,589 119 4,216 5,924
構成比率 26.8% 2.0% 71.2% 100.0%

（５）新規・継続別 

センターでは、新規ケースが 49.6％で、増加傾向にあり、市町の新規ケースは 26.8％と

なっています。 
【センター】                【市町】 

 

 

（６）虐待の相談経路 

センターでは、市町からの相談が 726 件で最も多く、全体の 43.1％を占めています。

市町は、学校等が 1,719 件で、市町（保健センター等）が 1,674 件と続いています。 
【センター】                                （件）  

 
【市町】                                  （件）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

増減 33 39 3 145 0 0 3 13 144 △ 3 43 △ 18 402

Ｈ２６ 158 219 12 726 0 1 45 28 220 0 163 113 1,685

H26構成比率 9.4% 13.0% 0.7% 43.1% 0.0% 0.1% 2.7% 1.7% 13.1% 0.0% 9.7% 6.7% 100.0%

Ｈ２５ 125 180 9 581 0 1 42 15 76 3 120 131 1,283

家族
・

親戚

近隣
・

知人

子ども
本人

市町
児童
委員

保健所
医療
機関

保育所 警察等 学校等 その他 計幼稚園

家族
・

親戚

近隣
・

知人

子ども
本人

市町
児童
委員

保健所
医療
機関

保育所 警察等 幼稚園 学校等 その他 計

Ｈ２５ 431 279 8 1,516 76 14 113 408 59 109 1,353 717 5,083

Ｈ２６ 420 314 12 1,674 90 35 116 486 76 128 1,719 854 5,924

H26構成
比率

7.1% 5.3% 0.2% 28.3% 1.5% 0.6% 2.0% 8.2% 1.3% 2.2% 29.0% 14.4% 100.0%

増減 △ 11 35 4 158 14 21 3 78 17 19 366 137 841
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Ｈ２６ 10 件 7 件 

申立件数 承認件数

Ｈ２２ 10 件 9 件 

Ｈ２３ 5 件 6 件 

Ｈ２４ 8 件 5 件 

Ｈ２５ 6 件 6 件 

（件）

Ｈ２６ 30 14 44

児童福祉施設
入所

里親委託 計

Ｈ２２ 56 6 62

Ｈ２３ 48 14 62

Ｈ２４ 59 18 77

Ｈ２５ 32 8 40

滋賀県
左の内、警察官の
同行を求めたもの

Ｈ２４ 1 件 （ 1 人） 1 件 （ 1 人）

Ｈ２５ 1 件 （ 1 人） 1 件 （ 1 人）

Ｈ２６ 0 件 （ 0 人） 0 件 （ 0 人）

Ｈ２２ 0 件 （ 0 人） 0 件 （ 0 人）

Ｈ２３ 0 件 （ 0 人） 0 件 （ 0 人）

（７）センターの措置等 

 

（立入り調査） 
 

 
 
 
 
 
 
 

※立ち入り調査時の調査質問に対して保護者等は、正当な理由なくしてこれを拒むことができないなど、

立ち入り調査の権限は強制力を持つものです。  
 
注）児童虐待防止法第9条  
    都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童

委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に

立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。（以下略）  
 

（８）虐待相談に対する入所措置等 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

（９）強制入所措置の家庭裁判所への申立 

 
 
 
 
 
 
 
 

※児童福祉法第２８条の規定に基づく申立  
当該年度内の承認件数のため、前年度に申し立て、年度を超えて承認されたものも含みます。  
注）児童福祉法第28条  
    保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護さ

せることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措

置を採ることが児童の親権を行う者・・・・の意に反するときは、都道府県は、

・・・次の各号の措置を採ることができる。  
  一 保護者が親権を行う者・・・・であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第

     ２７条第１項第３号の措置を採ること。（以下略）  
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６．平成２７年度の県の主な取組 

 
 平成 27 年 3 月に全面改定した滋賀県児童虐待防止計画に基づき、子どもの権利擁護の観

点に立って、県民、市町、関係機関・団体と連携し、未然防止から早期発見・早期対応、

保護・ケア、親子関係の修復・家庭復帰や子どもの自立まで切れ目のない支援を行ってい

ます。 
 特に子ども家庭相談センターでは、子どもの安全を確保し命を守るために、児童虐待通

告を受けての目視による安全確認、緊急一時保護、施設入所措置など、積極的にケースに

介入しての支援に取り組むとともに、専門的な知識および技術を要するケースへの助言な

どの市町支援をしています。 
また、専門職員を増員するなど、子ども家庭相談センターの体制整備を図っています。 

 主な取組は、以下のとおりです。 
 

（１）未然防止 

・ 児童虐待防止対策を総合的に推進するため「滋賀県要保護児童対策連絡協議会」に

おいて、各関係機関の行動目標を定めるなど、児童虐待防止のための取組の充実と関

係機関の連携強化を図ります。 

・ 11 月の児童虐待防止推進月間を中心に、年間を通じた地域・企業参画型のオレンジ

リボンキャンペーン（街頭啓発、出前講座等）により、児童虐待の通告義務、通告先、

子どもに及ぼす影響などを県民に広報啓発することで、児童虐待防止の気運を高めて

いきます。 
・ 子育て・女性健康支援センターとの連携により、「乳幼児揺さぶられ症候群」の防

止に向けた研修会を開催します。 
 

（２）早期発見・早期対応 

・ 市町の母子保健部局との連携による、子育てに不安を感じている妊産婦への支援や、

乳幼児虐待への対応を進めます。 

・ 市町への年間を通じたスーパーバイザー派遣や関係職員等への児童虐待防止研修な

どを通して、市町の児童家庭相談体制や要保護児童対策地域協議会の機能強化を進め

ます。 

・ 各市町と県子ども家庭相談センターが連携し、県全体の子ども家庭相談体制の強化

に取り組むため、子ども家庭相談センターと市町との個別定期協議事業を実施します。 

 

（３）保護・ケア 

・ 社会的養護を必要とする子どもたちが、家庭的な養育環境の下で養育される機会を

増やすために、滋賀県里親連合会と連携して、里親や小規模住居型児童養育事業（フ

ァミリーホーム）を推進するための啓発に取り組みます。 

・ より多くの子どもたちが家庭的な環境で生活できるよう里親の委託拡大に努めます。 

  また、里親の資質向上を図るとともに、子どもたちを養育する里親が子育ての不安

感、負担感を持たないように相談支援の充実を図ります。 

 

（４）親子関係の再構築 

・ 児童養護施設等社会的養護のもとで暮らす子どもたちが、再び家庭で暮らせるよう

に、子ども家庭相談センターによる保護者の養育力向上に向けた効果的な手法と、退

所した子どもとその保護者への継続的な支援システムの構築等を検討する「地域の実

情を踏まえた家庭復帰プログラム研究事業」を実施します。 
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（５）子ども家庭相談体制の強化等 

・ 新たな子ども家庭相談センターの整備を行います。 

・ 子ども家庭相談センターに児童福祉司および児童心理司を増員配置しました。 

 

  たすけてサインを見逃さないで、「もしや虐待ではないか」と思ったら、 
 地元の市町か次のホットラインにご連絡ください。 
・滋賀県虐待ホットライン（24時間対応）０７７－５６２－８９９６ 
・児童相談所全国共通ダイヤル（24時間対応）※平成27年７月１日から３

桁の番号「１８９」になりました。 
 
 
 
【被措置児童等虐待の状況（児童福祉法第 33 条の 16 に基づく公表）】 
 

被措置児童等の権利擁護を図るため、平成２０年の児童福祉法の一部改正により、平成２１

年４月より被措置児童等虐待の防止に向けた措置が規定されています。  
児童福祉法第３３条の１６および同法施行規則第３６条の３０に基づき、平成２６年度に本

県において対応した被措置児童等虐待の状況を公表します。  
 
被措置児童等虐待の状況  

（１）通告件数 ４件  
   ア 被害を受けた子どもの性別  

男子  女子  
０名  ４名  

   イ 被害を受けた子どもの年齢層  
乳幼児  小学生  中学生  高校生・その他 
０名  １名   ２名  １名  

   ウ 虐待の類型  
保護の怠慢ないし拒否

（ネグレクト）  身体的虐待  心理的虐待  性的虐待  

１件  ２件  １件  ０件  
   エ 施設等の種別  

里親等  社会的養護関係施設  障害児施設等  一時保護施設  
０件  ０件  １件  ０件  

   オ 虐待を行った施設職員等の職種  
保育士  
１件  

 
（２）県が講じた措置  

文書指導  
 

 
 
 

参 考 
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（参考）  
◆被措置児童等虐待とは  

さまざまな事情により、家庭での養育が困難であるため保護を要し、施設等への入所措置等をされた子

どもに対して、施設職員等が行う虐待をいいます。  
本県では、虐待を受けた子ども本人からの届出や、虐待を受けたと思われる子どもを発見したものから

の通告に対し、滋賀県社会福祉審議会児童虐待事例検証部会の助言を得ながら必要な措置を講じます。  
◆児童福祉法  
 第３３条の１６ 都道府県知事は、毎年度、被措置児童等虐待の状況、被措置児童等虐待があつた場合に講

じた措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。  
◆児童福祉法施行規則  
 第３６条の３０ 法第３３条の１６の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。  

１ 次に掲げる被措置児童等虐待があつた施設等の区分に応じ、それぞれに定める施設等の種別  
イ  小規模住居型児童養育事業及び里親  里親等  
ロ  乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設  社会的養護関係施設  
ハ  知的障害児施設等及び指定医療機関  障害児施設等  
ニ  法第 12 条の 4 に規定する児童を一時保護する施設又は法第 33 条第 1 項

若しくは第２項の委託を受けて一時保護を加える者  
一時保護施設等  

２ 被措置児童等虐待を行った施設職員等の職種  
 
 


